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氏　　名 4月1日時点の年齢 生　年　月　日

【保育施設等転園に関する同意・誓約書】

南国市長　宛

　　　次のとおり、保育施設への転園を希望し利用申込みするにあたり、以下の内容に同意し、誓約
　　します。

　　□　勤務条件（就労時間等）が利用申込時と異なり、指数が変更（減点）となった場合は、保育施設
　　　を退園となっても異議はありません。

　　□　育児休業復帰予定（就労予定）で転園が決定した場合、転園月の翌月14日（３月転園の場合は当月中）
　　　までに必ず復帰（就労）します。
　　　上記の期日までに復帰（就労）しなかった場合、または復帰せずに転職・退職していた場合は、
　　　保育施設を退園となっても異議はありません。

　　　※有給休暇を消化するのみで実働せずに退職、もしくは復帰をせずに産前産後休暇を取得する
　 　　　場合も含みます。
　　　※人事異動に伴う勤務地の変更等は、転職にあたりません。

　　□　育児休業復帰後（就労予定の方は就労開始後）は、復帰日（就労開始日）が記載された就労
　　　証明書を速やかに市役所又は保育施設に提出します。

　　□　上記の内容について、代表保護者の署名をもって世帯全員の同意とします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

（代表保護者）

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児　童　名
フリガナ

歳 令和   年　　   月  　　日

現在利用中(内定中）の施設名

第１希望 第５希望

第２希望 第６希望

第３希望 第７希望

第４希望 第８希望

転園希望年月日 令和　　　　年　　　　月　　１　　日

きょうだいで
申込みの場合

　【 保育施設 】　　　□ 同一施設を希望　　□ 異なる施設でも可

　【 転園時期 】　　　□ 同時期　　　　□ 時期が異なっても可

転園を希望する施設名



１．

なお、１月から３月に転園できた場合は、年度いっぱいのみの利用となります。

（そのため、翌年度の４月以降も転園できた保育施設を利用したい場合は、毎年１１月頃から翌年度

４月継続利用申請を行っておりますので、転園希望の申込みをしてください。　

※翌年度４月入所の選考結果によっては、１～３月に転園できた保育施設から転園・退園の可能性も

ありますので、ご了承ください。）

２． 申込内容の変更や、転園申請の取下げをしたい場合は、別途届け出が必要です。

３．

※例：「Ａ保育園からＢ保育園へ、５月１日より転園が決定したが、やはりＡ保育園のままがいい」

　　といった場合、５月１日からＡ保育園に戻ることはできません。Ａ保育園に戻るためには、再度、

　　転園申込みを次の提出期限までに行う必要があり、少なくとも５月の１カ月間はＢ保育園へ

　　通うことになります。

※裏面に注意事項あり

【保育園等転園に関する注意事項】

転園申込書は、申込み年度内に限り有効です。

転園が決定した後で、転園申込みを取下げて、元の保育施設に戻ることはできません。


